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■問
滞
納
整
理
課(�☎�
６
５
ー
６
５
１
７)

平
成
31
年
度
か
ら
し
ょ
う
が
い
者
の
生
計
同
一
者(

家

族)

が
運
転
す
る
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
し
ょ
う
が
い
者
の

通
院
、
通
学
、
通
所
ま
た
は
生
業
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る

回
数
が
月
１
回
以
上
の
場
合
、
軽
自
動
車
税
が
減
免
と
な
り

ま
す
。

そ
の
他
の
減
免
要
件
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
成
30
年

度
か
ら
減
免
申
請
を
継
続
し
て
い
る
人
に
は
、
納
税
通
知
書

の
発
送
前
に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

【
申
請
期
間
】
５
月
８
日(

水)

〜
５
月
31
日(

金)

【
申
請
場
所
】
税
務
課
、
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、

各
支
所
窓
口

不
動
産
公
売(

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売)

を
行
い
ま
す

■問
税
務
課(�☎�
６
５
ー
６
５
２
３)

償
却
資
産
の
申
告
は
１
月
31
日
ま
で
に

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
人
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

り
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
に
つ
い
て
申
告
が
必

要
で
す
。

な
お
、
償
却
資
産
の
申
告
書
類
が
必
要
な
人
は
、
担
当
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
前
年
か
ら
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合
や
、
廃
業
し
た
場
合

も
申
告
が
必
要
で
す
。

償
却
資
産
と
は

会
社
や
個
人
で
工
場
、
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
人

や
、
ア
パ
ー
ト
、
駐
車
場
を
貸
し
て
い
る
人
な
ど
が
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
用
い
る
資
産(

構
築
物
・
機
械
・
車
両
・
器

具
・
備
品
な
ど)

の
こ
と
で
、
土
地
、
家
屋
と
と
も
に
固
定

資
産
税
の
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る
車
両
は
除

き
ま
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て

個
人
が
設
置
し
、
充
電
し
て
い
る
太
陽
光
発
電
設
備
も
償

却
資
産
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
最
大
出
力
が
10
kw
未
満
の
場

合
は
償
却
資
産
の
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

市
税
等
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
え
た
不
動
産
を
、
Ｙ
ａ
ｈ

ヤ

フ

ー

ｏ
ｏ
！
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

ジ

ャ

パ

ン

が
開
設
す
る
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で

公
売
し
ま
す
。

■問
税
務
課(�☎�
６
５
ー
６
５
０
８)

し
ょ
う
が
い
者
の
軽
自
動
車
税
の
減
免

要
件
が
変
更
に
な
り
ま
す

平
成
31
年
度
を
事
業
期
間
と
し
た
中
小
・
小
規
模
事
業

者
向
け
の
国
か
ら
の
補
助
金
に
つ
い
て
、
１
月
に
国
の
補
正

予
算
案
が
成
立
し
、
以
降
に
公
募
が
開
始
さ
れ
る
見
込
み
で

す
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
も
の
づ
く
り
・
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

補
助
、
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
な
ど
、
国
等
の
補
助
制

度
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
当
日
は
、
商
工
会
議
所
・
商

工
会
の
経
営
指
導
員
に
よ
る
経
営
相
談
等
も
あ
り
ま
す
。

【
と
　
き
】
１
月
25
日(

金) 

15
時
〜
17
時

【
と
こ
ろ
】
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー(

地
福
寺
町)

【
対
　
象
】

市
内
の
中
小
企
業

(

商
工
会
議
所
・
商
工
会
の
会
員
以
外
の
人
も
参
加
で
き
ま
す
。)

【
定
　
員
】
１
０
０
人(

先
着
順)

【
申
込
み
】

電
話
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
左
記
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

【
主
　
催
】

(

一
社)

長
浜
ビ
ジ
ネ
ス

サ
ポ
ー
ト
協
議
会

問
合
せ
・
申
込
先

長
浜
商
工
会
議
所
　
　
　(

☎
６
２
ー
２
５
０
０)

東
浅
井
び
わ
広
域
商
工
会(

☎
７
４
ー
０
１
９
４)

長
浜
北
商
工
会
　
　
　
　(

☎
８
２
ー
５
０
５
１)

■問(

一
社)
長
浜
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
協
議
会

(

長
浜
商
工
会
議
所
内)(�☎�
６
２
ー
２
５
０
０)

事
業
者
向
け
補
助
金
説
明
会

【参加申込期間】１月８日(火)13時〜１月22日(火)23時

【入 札 期 間】１月29日(火)13時〜２月５日(火)13時

【参 加 資 格】国税徴収法で参加を制限されている人を除き、どなたでも参加できます。

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

※公売は中止になる場合があります。

区分 所在 地目・種類 地積・構造 床面積 見積価額 公売保証金

土地 新旭町32番 宅地 204.16㎡

137万円 14万円

建物
新旭町32番地
（家屋番号：32番、
32番の2）

居宅

鉄筋コンクリート・軽量
鉄骨造かわら・
亜鉛メッキ鋼板ぶき
2階建

1階  83.18㎡
2階  24.60㎡

車庫
軽量鉄骨造
亜鉛メッキ鋼板ぶき
平家建

1階  15.67㎡

生計同一者（家族）の運転で
しょうがい者のために使用している回数要件

改正前 改正後

通院・通学・通所・生業のた
めに、週１回または月４回以
上使用している軽自動車

通院・通学・通所・生業のた
めに、月１回以上使用してい
る軽自動車

※
必
要
書
類
等
、
詳
し
く
は
担
当
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
「
通
院
」
と
は
病
院
ま
た
は
診
療

所
へ
の
通
院
を
、「
通
所
」
と
は
障

害
者
就
労
継
続
支
援
事
業
等
実
施

施
設
へ
の
通
所
を
、「
生
業
」
と
は

勤
務
先
等
へ
の
通
勤
を
い
い
ま

す
。

※
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
老

人
福
祉
施
設
は
、「
通
所
」
の
対
象

施
設
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

※
18
歳
未
満
の
身
体
し
ょ
う
が
い
者

ま
た
は
精
神
し
ょ
う
が
い
者
を
除

き
、
平
成
31
年
４
月
１
日
時
点

で
軽
自
動
車
は
し
ょ
う
が
い
者
本

人
の
名
義
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

※
証
明
書
等
は
、
平
成
31
年
４
月
１

日
以
降
に
発
行
し
た
も
の
が
有
効

で
す
。

【申込要件】
次のすべての要件を満たす人
①市内に住所または勤務場所を有し、市税および国民

健康保険料(税)の滞納がないこと。
②申込者および同居予定者が、暴力団員でないこと。
③現に同居し、または同居しようとする親族があること。
④現に住宅にお困りであること。
⑤申込世帯の収入月額(合計)が15万８千円以下である

こと。
※申込者、同居者の年齢等で別途定める上限額がありま

す。詳しくは、市ホームページでご確認ください。
【入居時期】
平成31年２月下旬(予定)
【選考方法】

申込要件を全て満たす人の中から、改良住宅入居者
選定委員会の審査を経て入居者を決定します。

【その他】
○原則として代理人を通じての申込みはできません。
○入居に際しては、連帯保証人が必要です。(申込時に

は必要ありません)
○家賃は、入居者の収入月額により、それぞれ段階的

に異なります。
【募集期間】
１月15日(火)〜25日(金)
８時30分〜17時15分(土日曜日を除く)
※１月７日(月)から建築住宅課(本庁舎２階)、北部振興

局建設課および各支所で募集案内を配布します。

問合せ・申込先
建築住宅課〈本庁舎２階〉(☎６５－６５３３)

市営住宅(改良住宅)の入居者を募集します
■問建築住宅課(☎�６５ー６５３３)

募集住宅 建設年度 構造 間取り 住戸面積
（㎡）

平成30年度家賃月額（円）
※入居者の収入月額により算定

改良住宅桜町団地
第20号(桜町143-16) Ｓ58年度

簡易耐火構造
２階建 ４ＤＫ

77.71 18,200〜27,100

改良住宅桜町団地
第１－27号(桜町113) Ｈ４年度 89.30 24,100〜35,900

改良住宅桜町団地
第３－26号(桜町184-44) Ｓ57年度 77.71 17,900〜26,700

改良住宅桜町団地
第６－３号(桜町257-11) Ｓ57年度 77.71 17,900〜26,700

改良住宅新旭町
団地第152号(新旭町227) Ｓ55年度 77.71 17,600〜26,300

改良住宅長田町
団地第10号(長田町116-8) Ｓ62年度 86.64 21,800〜32,500


